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Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
は
こ
の
ほ
ど
、
自
社

の
内
部
通
報
制
度
で
あ
る

「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
に
つ
い
て
消
費

者
庁
所
管
の
「
内
部
通
報
制

度
認
証
（
自
己
適
合
宣
言
登

録
制
度
）
」
に
12
月
６
日
に

登
録
さ
れ
た
と
発
表
し
た
。

　
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
グ
ル
ー
プ
で
は
、
国

内
外
を
問
わ
ず
内
部
通
報
制

度
を
整
備
し
、
通
報
者
保
護

を
含
む
適
切
な
制
度
運
営
や

社
内
周
知
な
ど
、
違
反
行
為

の
早
期
発
見
と
未
然
防
止
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

　
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
は
、
法
令
等
違
反
や

社
内
規
則
違
反
に
つ
い
て
、

社
員
が
直
接
通
報
・
相
談
で

き
る
窓
口
と
し
て
、
社
内
お

よ
び
社
外
に
内
部
通
報
受
付

窓
口
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
を
設
置
し

て
い
る
。
窓
口
で
は
幅
広
く

通
報
・
相
談
を
受
け
付
け
、

適
切
に
対
応
す
る
と
と
も

に
、
社
員
が
安
心
し
て
利
用

で
き
る
よ
う
、
通
報
に
係
る

秘
密
保
持
等
を
徹
底
し
て
い

る
。
こ
の
た
び
、
内
部
通
報

制
度
の
実
効
性
を
高
め
て
い

く
た
め
に
、
認
証
基
準
に
沿

っ
た
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
の
環
境
整

備
に
取
り
組
み
、
登
録
に
至

っ
た
も
の
。
同
社
グ
ル
ー
プ

で
は
、
同
社
の
ほ
か
、
損
保

ジ
ャ
パ
ン
日
本
興
亜
、
Ｓ
Ｏ

Ｍ
Ｐ
Ｏ
ひ
ま
わ
り
生
命
が
登

録
し
て
い
る
。

上
げ
、
こ
れ
か
ら
具
体
的
な

課
題
や
対
応
策
な
ど
を
検
討

し
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。

　
第
26
回
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
年
次
会

合
で
は
、
①
改
定
保
険
基
本

原
則
（
Ｉ
Ｃ
Ｐ
）
②
国
際
的

に
活
動
す
る
保
険
グ
ル
ー
プ

（
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｇ
ｓ
）
の
監
督
の

た
め
の
共
通
枠
組
み
（
Ｃ
ｏ

ｍ
Ｆ
ｒ
ａ
ｍ
ｅ
）
③
保
険
セ

ク
タ
ー
に
お
け
る
シ
ス
テ
ミ

ッ
ク
リ
ス
ク
の
評
価
及
び
削

減
の
た
め
の
包
括
的
枠
組
み

―
が
採
択
さ
れ
、
マ
ク
ロ
プ

ル
ー
デ
ン
ス
監
督
枠
組
み
を

含
む
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
が
約
10
年
検

討
し
て
き
た
金
融
危
機
対
応

の
た
め
の
国
際
基
準
作
り
が

一
段
落
し
た
こ
と
な
ど
を
説

明
し
た
。

　
一
方
、
Ｇ
Ｆ
Ｉ
Ａ
総
会
で

は
、
活
動
報
告
や
活
動
方
針

の
検
討
の
他
、
Ｇ
Ｆ
Ｉ
Ａ
が

定
め
て
い
る
戦
略
的
課
題

（
自
動
運
転
、
サ
イ
バ
ー
リ

ス
ク
、
気
候
変
動
、
高
齢

化
）
の
今
後
の
進
め
方
、
対

応
方
針
に
つ
い
て
議
論
さ

れ
、
今
後
も
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
や
経

済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
）
、
20
カ
国
・
地
域
（
Ｇ

20
）
な
ど
へ
の
働
き
掛
け
を

強
化
す
る
方
向
性
が
共
有
さ

れ
た
と
し
た
。

　
定
例
会
見
で
は
こ
の
他
、

前
日
に
日
銀
記
者
ク
ラ
ブ
で

行
わ
れ
た
金
杉
恭
三
協
会
長

の
会
見
内
容
や
外
国
人
向
け

交
通
事
故
防
止
啓
発
チ
ラ
シ

・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
な
ど
の
作

成
、
ぼ
う
さ
い
探
検
隊
マ
ッ

プ
コ
ン
ク
ー
ル
入
選
作
品
決

定
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ

ン
グ
に
対
応
し
た
副
教
材
、

防
災
特
別
番
組
の
放
映
、
地

震
保
険
に
関
す
る
鼎
談
（
て

い
だ
ん
）
企
画
、
同
協
会
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
な
ど
に
つ
い
て
も
報
告
し

た
。

　
富
士
少
額
短
期
保
険
（
山

梨
県
甲
府
市
）
は
12
月
１
日

か
ら
、
日
本
で
初
め
て
と
な

る
が
ん
に
罹
患
（
り
か
ん
）

し
て
い
る
人
お
よ
び
が
ん
に

罹
患
し
た
経
験
が
あ
る
人
の

み
を
対
象
と
し
た
死
亡
保

険
、
“
が
ん
に
な
っ
て
も
入

れ
る
ほ
け
ん
「
が
ん
治
療

中
」
”
（
正
式
名
称
：
「
が

ん
罹
患
者
保
険
」
を
発
売
し

た
。

　
が
ん
治
療
中
、
が
ん
経
過

観
察
中
、
過
去
に
が
ん
を
経

験
し
た
人
だ
け
が
申
し
込
み

で
き
る
保
険
で
、
が
ん
治
療

の
た
め
入
院
中
で
も
申
し
込

み
で
き
る
。
契
約
可
能
年
齢

は
満
30
歳
か
ら
満
80
歳
で
、

更
新
可
能
年
齢
は
満
１
０
７

歳
。
健
康
状
態
の
確
認
は
告

知
の
み
で
診
断
書
は
不
要
。

　
保
障
範
囲
は
、
が
ん
に
よ

る
死
亡
の
ほ
か
、
け
が
や
病

気
な
ど
に
よ
る
死
亡
に
対
し

て
も
保
障
す
る
（
約
款
所
定

の
免
責
事
由
を
除
く
）
。

　
申
込
可
能
な
が
ん
の
部
位

が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
甲
状

腺
、
皮
膚
、
結
腸
、
直
腸
、

胃
、
腎
尿
路
、
膀
胱
、
喉

頭
、
口
腔
・
咽
頭
、
肺
、
食

道
、
胆
嚢
・
胆
管
、
肝
臓
、

膵
臓
、
前
立
腺
、
卵
巣
、
乳

が
ん
、
子
宮
体
部
、
子
宮
頸

部
―
以
上
全
19
部
位
と
な

る
。

　
死
亡
保
障
金
額
は
、
が
ん

の
部
位
、
性
別
に
よ
っ
て
上

限
が
２
０
０
万
円
、
１
５
０

万
円
、
１
０
０
万
円
、
80
万

円
と
分
か
れ
て
お
り
、
女
性

の
場
合
、
甲
状
腺
、
皮
膚
、

結
腸
、
直
腸
、
胃
、
子
宮
体

部
の
上
限
額
が
２
０
０
万

円
、
肝
臓
、
膵
臓
の
上
限
額

が
80
万
円
な
ど
と
な
っ
て
い

る
。

　
保
険
料
例
と
し
て
、
46
歳

・
女
性
・
乳
が
ん
で
死
亡
時

保
険
金
１
０
０
万
円
プ
ラ
ン

の
場
合
、
月
々
の
保
険
料
は

１
３
６
０
円
。
ま
た
、
60
歳

・
男
性
・
甲
状
腺
が
ん
で
死

亡
時
保
険
金
１
０
０
万
円
プ

ラ
ン
の
場
合
、
月
々
の
保
険

料
は
２
１
４
０
円
と
い
う
例

が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
申
込
方
法
は
、
同
社
代
理

店
に
よ
る
対
面
募
集
に
よ
る

ほ
か
、
同
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
設
置
す
る
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
か

ら
も
申
し
込
み
で
き
る
。
資

料
請
求
の
上
、
郵
送
で
の
申

し
込
み
も
可
能
（
本
人
確
認

書
類
必
須
）
。

　
同
社
で
は
「
が
ん
治
療

中
」
発
売
の
背
景
と
し
て
、

「
従
来
、
告
知
型
の
死
亡
保

険
で
発
症
部
位
や
進
行
度
が

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
ん
罹
患

者
を
広
く
引
き
受
け
る
こ
と

の
で
き
る
死
亡
保
険
は
な

く
、
当
社
で
も
、
既
存
保
険

商
品
で
は
が
ん
罹
患
者
か
ら

の
申
し
込
み
は
引
き
受
け
ら

れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
が

ん
と
宣
告
さ
れ
た
人
は
こ
れ

か
ら
の
生
活
の
こ
と
、
家
族

の
こ
と
、
仕
事
の
こ
と
、
葬

儀
の
こ
と
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
に
直
面
す
る
。
こ
の
保

険
に
よ
っ
て
一
人
で
も
多
く

の
が
ん
患
者
が
精
神
的
・
経

済
的
な
問
題
解
決
に
つ
な
が

る
よ
う
に
支
え
た
い
」
と
説

明
。
少
額
短
期
保
険
会
社
の

特
長
で
あ
る
「
限
定
し
た
マ

ー
ケ
ッ
ト
に
向
け
て
商
品
開

発
が
で
き
る
こ
と
」
や
「
付

加
保
険
料
を
最
大
限
削
減
で

き
る
体
制
」
を
生
か
し
て
、

本
商
品
の
よ
う
な
タ
ー
ゲ
ッ

ト
が
明
確
で
あ
る
ニ
ッ
チ
な

保
険
商
品
開
発
が
可
能
と
な

っ
た
と
し
て
い
る
。
具
体
的

に
は
「
が
ん
の
部
位
ご
と
に

保
険
料
を
設
定
、
治
療
開
始

時
期
・
年
齢
・
性
別
に
よ
っ

て
保
険
料
が
30
万
通
り
に
な

る
が
、
保
険
料
計
算
シ
ス
テ

ム
を
開
発
し
20
秒
で
保
険
料

試
算
が
で
き
る
よ
う
に
し

た
。
必
要
な
時
に
必
要
な
分

だ
け
申
し
込
み
で
き
る
保
険

期
間
が
１
年
の
ミ
ニ
保
険

で
、
顧
客
に
負
担
の
少
な
い

保
険
料
設
定
に
注
力
し
た
」

と
し
て
い
る
。

　
20
年
度
税
制
改
正
要
望
に

お
け
る
「
損
害
保
険
業
に
係

る
法
人
事
業
税
の
現
行
課
税

方
式
の
継
続
」
で
は
、
既
に

収
入
金
額
を
課
税
標
準
（
１

０
０
％
外
形
標
準
課
税
）
と

し
て
い
る
損
害
保
険
業
に
係

る
法
人
事
業
税
に
つ
い
て
、

現
行
課
税
方
式
を
継
続
す
る

こ
と
、
「
確
定
拠
出
年
金
に

係
る
税
制
上
の
措
置
」
で

は
、
確
定
拠
出
年
金
制
度
に

つ
い
て
個
人
型
年
金
お
よ
び

企
業
型
年
金
の
積
立
金
を
対

象
と
し
た
特
別
法
人
税
を
撤

廃
す
る
こ
と
を
要
望
し
て
い

た
。

　
12
月
12
日
に
公
表
さ
れ
た

与
党
税
制
改
正
大
綱
で
は
、

「
損
害
保
険
業
に
係
る
法
人

事
業
税
の
現
行
課
税
方
式
の

継
続
」
は
引
き
続
き
維
持
さ

れ
る
。
電
気
供
給
業
を
含
め

収
入
金
額
に
よ
る
外
形
標
準

課
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
税

体
系
全
体
に
お
け
る
位
置
付

け
や
個
々
の
地
方
公
共
団
体

の
税
収
に
与
え
る
影
響
な
ど

も
考
慮
し
つ
つ
、
そ
の
課
税

の
あ
り
方
に
つ
い
て
今
後
も

引
き
続
き
検
討
す
る
。

　
ま
た
、
「
確
定
拠
出
年
金

に
係
る
税
制
上
の
措
置
」

は
、
現
在
も
退
職
年
金
な
ど

の
積
立
金
に
対
す
る
法
人
税

の
課
税
の
停
止
措
置
が
適
用

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
適
用

期
間
を
３
年
延
長
す
る
。

　
こ
の
他
に
要
望
し
て
い
た

「
火
災
保
険
等
に
係
る
異
常

危
険
準
備
金
制
度
の
充
実
」

「
国
際
課
税
ル
ー
ル
の
改
定

に
お
け
る
対
応
」
「
損
害
保

険
に
係
る
消
費
税
制
上
の
課

題
解
決
」
「
地
震
保
険
料
控

除
制
度
の
充
実
」
「
完
全
支

配
関
係
の
あ
る
会
社
へ
の
配

当
金
に
対
す
る
源
泉
徴
収
の

廃
止
」
「
受
取
配
当
等
の
二

重
課
税
の
排
除
」
の
６
項
目
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メーンテーマは
「探求」

は
見
送
ら
れ
た
。

　
役
員
選
任
に
つ
い
て
は
、

Ｓ
Ｂ
Ｉ
損
保
の
島
津
勇
一
氏

が
11
月
30
日
付
で
退
任
し
、

五
十
嵐
正
明
氏
が
12
月
１
日

付
で
新
た
に
代
表
取
締
役
社

長
に
就
任
し
た
こ
と
を
受

け
、
12
月
19
日
に
実
施
し
た

臨
時
社
員
総
会
に
て
五
十
嵐

氏
を
理
事
に
選
任
し
た
。

　
自
然
災
害
対
策
に
関
し
て

は
、
昨
今
は
特
に
大
規
模
な

風
水
害
が
発
生
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
う
し
た
自
然
災

害
に
対
す
る
業
界
と
し
て
の

対
応
を
検
討
す
る
た
め
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
立
ち

　
損
保
協
会
は
12
月
20
日
、
業
界
紙
向
け
の
定
例
記
者
会
見
を
行
い
、
２

０
２
０
年
度
税
制
改
正
要
望
の
結
果
を
報
告
し
た
。
要
望
し
た
全
８
項
目

の
う
ち
、
「
損
害
保
険
業
に
係
る
法
人
事
業
税
の
現
行
課
税
方
式
の
継

続
」
が
実
現
、
「
確
定
拠
出
年
金
に
係
る
税
制
上
の
措
置
」
が
部
分
的
に

実
現
し
た
。
一
方
、
そ
の
他
の
６
項
目
に
つ
い
て
は
見
送
ら
れ
た
。
ま

た
、
役
員
選
任
や
自
然
災
害
対
策
、
第
26
回
保
険
監
督
者
国
際
機
構
（
Ｉ

Ａ
Ｉ
Ｓ
）
年
次
会
合
と
国
際
保
険
協
会
連
盟
（
Ｇ
Ｆ
Ｉ
Ａ
）
総
会
に
参
加

し
た
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

20
年
度
税
制
改
正
要
望
の
結
果
報
告

法
人
事
業
税
の
現
行
課
税
方
式
は
継
続

損保協会　定例会見
が
ん
治
療
中
の
死
亡
保
険
を
発
売

罹
患
者
・
経
験
者
の
み
限
定
で
引
き
受
け

富士少額短期

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

内
部
通
報
制
度
認
証
に
登
録


